
    

 

    市内の良好な景観形成に貢献する建築物、工作物等の表彰を通じて、市民 

が「岸和田市のまちなみの魅力」について再発見し、これまで以上に市民と 

行政が協力して良好な景観形成を図る礎とすることを目的に市景観条例 

第 40条に規定する表彰事業として平成 14年度より取組を開始しています。 

表彰は、景観法第 16条に規定される届出のあった大規模建築物等を対象 

とする「大規模建築物等届出部門」と、一般公募により推薦された建築物等 

を対象とする「一般公募部門」の２部門について実施し、過去６回の表彰事業 

における表彰した作品は以下のとおりとなります。 
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 岸和田市都市景観賞は、本市域内において景観形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物そ

の他物件の設計者及び所有者が対象となります。各部門の選考対象となる建築物等は次のとおりとなります。 

 ①大規模建築物等届出部門 

   景観法第 16 条第１項に規定する届出が必要な大規模建築物のうち、概ね５年以内に竣工し、関係法令

等手続きが完了しているものが審査対象となります。 

 対象となる規模 対象となる行為 

建築物 

・地盤面からの高さが 20ｍ以上（建築物+工作物（広告物）） 

・敷地面積が 5,000 ㎡以上 

・延べ床面積が 5,000 ㎡以上 
・新築、増築、改築（改造）、移転 

・外観を変更することとなる修繕、修景、模様替

え又は色彩もしくは材質の変更で、当該行為

に係る部分の面積が見付面積の２分の１を超

えるもの 
工作物 

・高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの。 

地上からの高さが５ｍ以上のもの 

・橋梁、跨線橋その他これらに類するもの。幅員が 12ｍ以上、 

又は延長が 30ｍ以上 

・上記以外の工作物で、高さが 20ｍ以上 

開発行為 ・区域面積が 5,000 ㎡以上 ・都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為 

※国又は地方公共団体が行う行為（規模要件なし）は通知が必要 

※上記対象となる規模、行為のいずれかが該当する場合に届出要 

 

②一般公募部門 

   岸和田市内に現存する建築物等（大規模建築物等は除く）で、概ね５年以内に新築、補修、改修等を行

い、市民等より推薦（自薦他薦を問わず）され、所有者が表彰されることを承諾したものが審査対象とな

ります。 

 

 

 岸和田市都市景観賞は、本市の景観形成の規範となり、地域の景観をリードする建築物等で次の項目に該当

するものを考え方の基準として審査します。 

 ①大規模建築物等届出部門における審査の考え方 

   

  ・大規模建築物等に関する行為に際して、景観形成に対して積極的に取組み、竣工した建築物等が 

本市景観形成の推進に寄与したもの 

   

 ②一般公募部門における審査の考え方 

 

・伝統的なまちなみ景観の保全、調和を図っているもの 

  ・山野、海浜、河川等の自然景観要素とうまく調和しているもの 

  ・公園、道路、耕地等の周辺景観要素とうまく調和しているもの 

  ・景観形成に配慮された意匠、色彩、材質等を使用されているもの 

  ・まちの景観をリードする積極的取り組みがなされているもの 

  ・その他都市景観の形成に貢献していると思われるもの 

 

【都市景観賞の進め方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の都市景観賞（第７回）においては、これまで実施している都市景観賞、奨励賞及び特別賞、まちの演

出賞（屋外広告物）のほか、「景観まちづくり活動部門（案）」を創設します。景観保全等に取り組む活動や個

人・団体等も対象とすることで、景観に配慮されたデザインへの誘導や適正な維持管理への啓発だけでなく、

景観まちづくりの普及啓発にも寄与することが期待されます。 
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２．都市景観賞表彰の対象となるもの 
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